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１ 

テ
ロ
対
策
推
進
要
綱

　

 

の
策
定

　

警
察
庁
で
は
、
平
成
一
五
年
八
月
、「
緊
急
治
安

対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し
、
国
民
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
安
全
な
社
会
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
我
が
国
に
対
す
る
テ
ロ
の
脅
威
が
急

速
に
高
ま
っ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
、一
六
年
八
月
、

同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
踏
ま
え
つ
つ
、
テ
ロ
の
未
然
防
止

と
発
生
時
の
対
処
に
向
け
、
当
面
講
ず
べ
き
諸
対
策

を
「
テ
ロ
対
策
推
進
要
綱
」
と
し
て
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。

　

本
要
綱
に
は
、
警
察
が
独
自
に
行
う
対
策
の
み
な

ら
ず
、
幅
広
い
分
野
に
わ
た
る
対
策
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
テ
ロ
の
未
然
防
止
に
万
全
を
期

す
た
め
に
は
、
警
察
の
み
な
ら
ず
、
関
係
機
関
や
国

民
が
協
力
し
な
が
ら
、
各
種
の
対
策
を
講
じ
て
い
く

必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

警
察
庁
は
、本
要
綱
を
踏
ま
え
つ
つ
、政
府
の
「
国

際
組
織
犯
罪
等
・
国
際
テ
ロ
対
策
推
進
本
部
」
の
下
、

関
係
省
庁
と
と
も
に
、
テ
ロ
の
未
然
防
止
に
資
す
る

テ
ロ
対
策
推
進
要
綱諸

対
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
一
二
月
、
同
本
部

は
「
テ
ロ
の
未
然
防
止
に
関
す
る
行
動
計
画
」
を
取

り
ま
と
め
ま
し
た
（
八
頁
「
四　

関
係
省
庁
と
の
協

力
」
参
照
）。

一　
テ
ロ
未
然
防
止
対
策
の
強
化

（
一
） 

水
際
対
策
の
強
化

　

出
入
国
管
理
や
沿
岸
警
戒
に
携
わ
る
関
係
機
関
と

の
連
携
の
強
化
や
ス
カ
イ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
運
用
に

加
え
、
出
入
国
管
理
に
お
け
る
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス

の
活
用
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
る
な
ど
、
水
際
対

策
を
強
化
し
ま
す
。

（
二
） 

テ
ロ
関
連
情
報
の
収
集
・
分
析
及
び
テ
ロ
リ

ス
ト
容
疑
者
の
発
見
・
取
締
り
の
強
化

　

国
内
に
お
け
る
情
報
収
集
・
追
及
態
勢
の
強
化
、

外
国
治
安
情
報
機
関
等
と
の
連
携
等
を
推
進
し
、
テ

ロ
関
係
の
不
審
動
向
や
北
朝
鮮
に
よ
る
拉ら

致
の
可
能

性
を
排
除
で
き
な
い
事
案
の
解
明
等
を
進
め
る
と
と

も
に
、テ
ロ
関
連
事
案
等
の
剔て

っ
け
つ抉

検
挙
を
図
り
ま
す
。

（
三
） 

重
要
施
設
の
警
戒
警
備
等
の
徹
底

　

空
港
防
護
保
安
対
策
、
鉄
道
テ
ロ
対
策
や
原
子
力

関
連
施
設
そ
の
他
の
重
要
施
設
の
警
戒
警
備
等
を
徹

底
し
ま
す
。

（
四
） 

危
機
管
理
企
画
機
能
の
強
化
と
テ
ロ
未
然
防

止
に
必
要
有
効
な
法
制
等
の
整
備

　

海
外
の
テ
ロ
法
制
・
運
用
状
況
に
つ
い
て
研
究
を

進
め
、
我
が
国
の
国
情
、
法
体
系
に
則
し
国
民
の
合

意
を
得
ら
れ
る
有
効
な
法
制
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
、

内
閣
官
房
や
関
係
省
庁
と
の
連
携
を
強
化
し
ま
す
。

二　
緊
急
事
態
発
生
時
の
対
処
能
力
の
強
化

（
一
） 

重
大
テ
ロ
等
の
迅
速
的
確
な
対
処

　

Ｎ
Ｂ
Ｃ
テ
ロ
へ
の
対
処
能
力
の
向
上
、
特
殊
部
隊

（
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
の
拡
充
、
関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化

等
に
よ
り
、
重
大
テ
ロ
等
に
迅
速
的
確
に
対
処
す
る

こ
と
の
で
き
る
態
勢
を
整
備
し
ま
す
。

（
二
） 

国
民
の
保
護
・
被
害
最
小
化
の
た
め
の
的
確

な
避
難
誘
導
、
救
助
等
の
実
施

　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
的
確
な
避
難
誘
導
、

救
助
等
を
行
う
た
め
、
実
戦
的
な
訓
練
を
実
施
す
る

ほ
か
、
大
規
模
テ
ロ
や
自
然
災
害
等
の
避
難
誘
導
等

に
活
用
で
き
る
装
備
資
機
材
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

２ 

施
策
の
概
要
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	Text1: （http://www.npa.go.jp/keibi/index.htm）まで


